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3.  汚水処理施設の整備 

 

 近年、流域人口の増加が収束してきているものの、生活水準の向上等が要因となり、人々の日

常生活に伴って排出される生活排水により淀川や琵琶湖が汚染されている。特に琵琶湖に流入す

る汚濁負荷の約25％（ＣＯＤ負荷）は生活排水が原因となっており、淀川においては約60％（Ｂ

ＯＤ負荷）を占めている。流域各府県では公共用水域の水質保全のため、生活排水対策として主

に下水道整備の促進を行っているが、下水道が普及していない地域では合併処理浄化槽や農業集

落排水処理施設等の設置を推進するなど、生活排水を未処理のまま放流しないように各種対策を

実施している。平成18年度末の流域府県の汚水処理施設整備率は約92％となり、下水道による汚

水処理は約84％である。府県別にみると、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県の汚水処理施設整備

率は80％を超えているが、三重県、奈良県など上流域では低い処理率となっており、より一層の

生活排水対策事業の推進が求められる。 

 

【表５－12 汚水処理施設整備状況（平成18年度末）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）流域外を含む府県全域を対象 

環境省「平成18年度末の汚水処理人口普及状況について」より作成 

詳細は資料５－28を参照 

(1) 下水道等の整備 

 下水道は、公衆衛生の向上を図り、良好な生活環境を確保するとともに、公共用水域の水質保

全を図るためにも重要な基盤施設である。流域下水道は、流域内に隣接する2つ以上の市町村の汚

水を集めて処理する広域的な下水道で、流域関連公共下水道で集めた汚水を受ける幹線管きょ、

中継ポンプ場および浄化センターからなる。 

 公共下水道は、主として市街地の下水を排除または処理することを目的としており、主に市町

村が事業主体となっている。公共下水道には、浄化センターを有している単独公共下水道と流域

下水道に接続する流域関連公共下水道がある。 

 平成17年度現在、琵琶湖・淀川流域では流域下水道、公共下水道、特定環境保全下水道を合計

して69の下水処理場があり、一日最大約726万m3の下水が処理されている。 

 下水の処理には、下水中に含まれている汚濁物質を分解除去する水処理と、これで発生した汚

泥の処理に分けられる。高度処理を導入していない大規模下水処理場では活性汚泥法が一般的な

処理方法である。汚泥の一部は活性汚泥としてエアレーションタンクに戻され、残りは余剰汚泥

として濃縮、脱水、焼却などの処理が施される。 

 下水道の整備は「下水道整備緊急措置法」により、経済計画における社会資本投資額を踏まえ

て5カ年計画で策定されてきた。第8次下水道整備5カ年計画は、平成8年度を初年度として制定さ

れたが、財政構造改革により平成10年1月の閣議決定で2年延長され、第8次下水道整備7カ年計画

に改正された。 

現在、下水道事業は社会資本整備重点計画により整備が進められている。 

（単位：千人）

処理施設名 処理人口

下水道 17,961

農業集落排水施設等
　漁業集落排水施設
　林業集落排水施設
　簡易排水施設　　を含む

454

合併処理浄化槽 1,171

コミュニティプラント 93

計 19,679

総人口 21,461

汚水処理施設整備率(%) 91.7%
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流域別下水道整備総合計画は、下水道法第2条に基づいて策定される下水道整備に関する総合的

な基本計画である。水質環境基準の類型指定水域において、基準達成に必要な下水道整備が効果

的に実施されるよう、個別の下水道計画の上位計画として策定される。本計画は都道府県知事が

定めることになっているが、公共用水域が2府県以上にわたる場合には府県間で許容負荷量を調整

する必要がある。 

 琵琶湖・淀川流域については、現在関係各府県と近畿地方整備局との間で計画の調整が行なわ

れている。昭和49年から三重県では木津川および名張川流域に関する下水道整備計画を策定する

ための調査を開始し、さらに、昭和60年からは見直しが行なわれている。 

 琵琶湖については滋賀県により平成2年を基準年次、平成22年を目標年次とした計画が策定され

ている。 

 淀川水系の流末にあたる大阪湾については、平成17年10月に近畿地方整備局と関係府県市によ

り「大阪湾流域別下水道整備総合計画検討委員会」が設置され、平成20年3月27日に「大阪湾流総

計画の基本方針」が策定された。基本方針では、大阪湾の水質に係る環境基準を達成するため、

ＣＯＤ、全りん、全窒素に関する許容流出負荷量の府県配分及び下水処理場の整備目標が決定さ

れた。 

 奈良県では、宇陀川流域についての計画が承認されており、現在、宇陀川浄化センターを有し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５－３ 流域別下水道整備総合計画の位置づけ】 

国土交通省都市・地域整備局下水道部「平成13年 日本の下水道」より作成 

  

流域各府県の下水道計画は以下のとおりである。 
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《三重県》 

 本県の生活排水処理施設整備の状況を踏まえ、「三重県生活排水処理施設整備計画（生活排水処

理アクションプログラム）を平成8年度に策定した。しかし、策定後8年以上が経過したことに伴

う社会情勢の変化に対応し、より地域の実情を踏まえた計画的かつ効率的な整備を図るため。各

市町の計画をもとにして「生活排水処理アクションプログラム」の見直しをおこなった。 

 見直した計画では、平成27年度を目標年度(平成22年を中間目標年度とした)とし、県内全域に

おける整備区域、地域特性に対応した整備手法、整備スケジュール等を具体的に明らかにしてお

り、生活排水処理施設の整備率を目標年度までに84.0％程度に向上させることとしている。(平成

18年度末整備率における整備率71.5％) 

 淀川流域では、平成15年度までに伊賀市の一部と名張市の一部で公共下水道と特定環境保全公

共下水道の供用を開始している。 

 

《滋賀県》 

 「湖南中部」「湖西」「東北部」「高島」の4処理区からなる琵琶湖流域下水道について、琵琶湖

周辺流域下水道基本計画を策定し、流域下水道事業に着手した。その後、近江八幡市沖島、高島

市朽木で単独特定環境保全公共下水道事業を、大津市藤尾、甲賀市土山町、甲賀市信楽町では単

独公共下水道事業を実施している。 

 汚水処理の方式は、県内のいずれの処理場とも琵琶湖の富栄養化防止のために高度処理を導入

し、通常処理に加えて窒素、りんの除去を行っている。今後は、窒素、りん、ＣＯＤの負荷をさ

らに削減するために、超高度処理の事業を推進している。また、ノンポイント汚濁負荷を削減す

るために、市街地からの初期雨水の汚濁負荷を除去する施設を整備しており、山寺川市街地排水

浄化施設（草津市）が平成15年8月より稼動している。長期構想「新・湖国ストーリー2010」の中

で平成22年度の下水道普及率の目標を85％としている。 

 

《京都府》 

 淀川水系では、「桂川右岸流域下水道」「桂川中流流域下水道」「木津川上流流域下水道」「木津

川流域下水道」の4流域下水道と、それぞれの流域関連公共下水道が進められている。単独公共下

水道は亀岡市、宇治田原町、加茂町で実施され、すでに供用を開始している。4つの流域下水道の

汚水処理方法はＣＯＤ、窒素及びりんを除去するため、高度処理プロセスとして凝集剤併用型循

環式硝化脱窒法と急速ろ過が一部に採用されている。 

 また、平成18年度には「京都の流域下水道・長寿・循環再生プラン」を作成し、これまで整備

してきた流域下水道の有効活用と図るとともに、施設の老朽化や今後の改築更新等への対策とし

て流域下水道の管理計画などを策定している。 

 

《大阪府》 

 大阪府内の市町村における下水道普及促進及び親水対策を図るために、公共下水道事業に対し

て、市町村の実情に応じて補助を行い、普及率の向上を図った。 

 また、大阪市では「総合計画21推進のための中期指針」などに基づき、「浸水対策」「水質保全

対策」「アメニティ対策」「リフレッシュ対策」事業の4つを重点とした施策を推進している。「水

質保全対策」事業では高度処理を推進するため、りん削減対策（嫌気好気法への改良）の促進、

ＢＯＤ、ＳＳ対策を目的としたろ過池を建設するほか、合流式下水道を改善するため、雨水滞水

池の建設などを推進している。 
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計 計 計 計 計

公共 2 1,907 118 101 *95

流域 4 35,650 1,133 596 363

特定環境保全 2 67 2 1 1

公共 4 5,161 475 355 319

流域 1 5,458 287 186 129

公共 8 1,255 93 *38 44

流域 2 2,736 102 37 34

特定環境保全 5 385 16 9 8

公共 4 *2,537 *141 *158 847

流域 2 5,156 380 232 231

特定環境保全 6 *422 10 7 6

公共 21 24,166 3,418 3,121 3,328

流域 5 34,284 3,036 *1,135 1,300

公共 2 1,849 197 186 165

流域 1 6,637 349 546 393

69 127,670 9,755 6,707 7,262合計

猪名川 3 8,486 546 732 558

淀川 26 58,450 6,453 4,256 4,628

桂川 12 8,115 531 397 1,084

木津川 15 4,376 210 84 85

宇治川 5 10,619 762 540 448

現処理量

(千m
3
/日)

琵琶湖 8 37,624 1,253 698 459

流域名 下水道の種類
下水処理場数

計画処理面積
(ha)

計画処理人口
(千人)

計画処理量

(千m
3
/日)

《兵庫県》 

 兵庫県は、2004年までに県下の生活排水処理率を99％にすることを目標とし、淀川水系では猪

名川流域下水道および流域関連公共下水道、単独公共下水道による整備を進めている。 

 

《奈良県》 

 奈良県は、平成16年度に「奈良県汚水処理総合基本構想」を策定し、地域の実情に応じた経済

的かつ効率的な汚水処理施設の整備計画を進めている。基本構想では、平成34年度を目標に、奈

良県全体の汚水処理人口普及率を概ね95％にすることを目指している。(中間目標年次：平成22

年 目標普及率83％) 

 また宇陀川流域別下水道整備総合計画に基づき、宇陀市(大宇陀区、莵田野区、榛原区)を対象

とした「宇陀川流域下水道」と、公共下水道として奈良市、生駒市、特定環境保全公共下水道と

して奈良市(月ヶ瀬西部処理区)、山添村、で整備が推進されている。 

 その他、「モデル流域生活排水対策推進会議」を設置し、生活排水のクリーンアップを展開して

いる。 

 

【表５－13 流域の下水道整備計画（平成17年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*は一部の処理場においてデータが無いものを示す。(表中数字はデータのある処理場のみで算出) 

日本下水道協会「平成17年度下水道統計行政編」より作成 

詳細は資料５－29～30を参照 

 

 流域全体の下水道普及率は平成17年度では約92.0％となっている。 

 琵琶湖流域の下水道は、滋賀県を中心に琵琶湖周辺の全域で整備が推進されてきたが、近年で

は大津市をはじめとする汚濁負荷の大きい市街地を中心に整備が進められている。 

 木津川流域では、木津川流域下水道の洛南浄化センター、奈良県の宇陀川流域下水道などが供

用されている。 

 宇治川流域では、京都市伏見処理場、石田処理場、宇治市の東宇治浄化センターなどが供用さ

れている。 

 桂川には、京都市の汚染排水の大部分が流入しており、京都市の下水道整備の重点地域である。

現在、桂川右岸流域下水道の洛西浄化センター、亀岡公共下水道の年谷浄化センターなどが供用

されている。 
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淀川本川流域では、大阪府の淀川右岸流域下水道の高槻水みらいセンター、淀川左岸流域下水

道の渚水みらいセンター、四條畷市立田原処理場などが稼働している。 

 流域における下水道の普及状況を府県別に見ると、京都府、大阪府、兵庫県など人口の集中す

る中・下流の府県では、90～99％と比較的高くなっている。滋賀県や奈良県では、近年整備が進

んできてはいるものの、まだ未整備の地区が多い。 

 今後は、都市部だけでなく周辺の地域、特に近年開発の進んできた都市近郊の新興住宅地域や、

急速に宅地化が進んでいる農村地区などにおける公共下水道の早急な整備が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）集計は行政区域の一部もしくは全部が琵琶湖・淀川流域に含まれる市町村の 

公共下水道・特定環境保全公共下水道のデータ              

 

【図５－４ 流域内の下水道普及率の推移】 

日本下水道協会「下水道統計行政編」より作成 

詳細は資料５－31を参照 

 

 琵琶湖・淀川流域の水質保全を図るためには、下水道の普及と下水の高度処理を図る必要があ

る。高度処理とは、水質環境基準の達成など公共用水域の水質保全上の要請から、活性汚泥によ

る処理など通常の処理による処理水の水質（ＢＯＤ、ＳＳ等）をさらに向上させるとともに、こ

れまでの処理では十分に除去できない物質（窒素、りん等）の除去率の向上も目的としている。

その方法としては急速砂ろ過法、生物学的硝化脱窒法、曝気付礫間接触酸化池法、嫌気無酸素好

気法、嫌気好気法やその併用などがある。 

 琵琶湖・淀川流域では、平成17年までに42ヶ所で導入されている。 
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【表５－14 高度処理方式を採用している下水処理場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本下水道協会「平成17年度下水道統計行政編」より作成 

詳細は資料５－33を参照 

 

(2) 農業集落排水等の処理 

 農村地域では、生活排水処理施設の整備が都市部と比較して大きく遅れていることに加え、生

活様式や農業生産方法の変化による生活排水等の排出量の増加により、用水路や排水路の汚染が

進行しており、生活環境や農業生産への悪影響のほか、公共用水域の汚濁の原因ともなっている。 

 琵琶湖・淀川流域の各府県では、農村総合整備モデル事業、農村総合基盤整備事業、農業集落

排水事業などにより、農業排水の水質保全やトイレの水洗化を含む農村生活環境の改善を図ると

ともに、公共用水域の水質保全のために、個別集落もしくは数集落単位の小規模下水道である農

業集落排水処理施設（農村下水道）の整備が進められている。 

 営農面では、有機物の使用促進による土壌の保肥力の向上や 土壌養分の溶脱・流出削減に努

めている。また、用排水の適正管理、濁水の流出防止などの水管理を徹底するため、広報車、有

線放送、懸垂幕、のぼり旗、啓発パンフレット、農業排水対策啓発ビデオなどによる啓発活動が

推進されている。 

 畜産排水に対しては、府県、市町村および農協等を中心として、糞尿の堆肥化や液肥化を行う

事業が各地で推進されており、さらに、家畜糞尿の適切な処理方法及び害虫・悪臭・水質汚濁等

の発生防止技術の指導、家畜糞尿処理機械の共同利用施設等の整備が実施されている。 

 滋賀県においては、農業排水が流入する内湖における水質改善と景観形成を図るための内湖等

周辺環境保全事業や、農業排水を用水として反復利用するための施設の整備改良などの事業も進

められている。この他、平成15年3月には「滋賀県環境こだわり農業推進条例」を制定し、「環境

こだわり農産物(化学合成農薬と化学肥料の使用量を通常の5割以下に削減するとともに琵琶湖等

への負荷を削減する技術を用いて生産された農産物)」の生産を促進することで琵琶湖の環境保全

を図っている。  

  

府県 処理場数 処理方法

三重県 4
循環式硝化脱窒法、嫌気好気活性汚泥法
オキシデーションディッチ法、凝集剤添加、急速濾過法

滋賀県 8

標準活性汚泥法、循環式硝化脱窒法
オキシデーションディッチ法、長時間エアレーション法
嫌気好気活性汚泥法、嫌気無酸素好気法
ステップ流入式多段硝化脱窒法
凝集剤添加、急速ろ過法、有機物添加

京都府 7

ステップ流入式多段硝化脱窒法、嫌気好気活性汚泥法
嫌気無酸素好気法、標準活性汚泥法、循環式硝化脱窒法
酸素活性汚泥法オゾン酸化法
凝集剤添加、急速ろ過法、有機物添加

大阪府 17

嫌気好気活性汚泥法、標準活性汚泥法、接触酸化法、
長時間エアレーション法
高度処理オキシデーションディッチ法、嫌気無酸素好気法
繊維ろ過、急速ろ過法、凝集剤添加

兵庫県 1 嫌気無酸素好気法

奈良県 5
標準活性汚泥法、活性吸着法、循環式硝化脱窒法
嫌気好気活性汚泥法、嫌気無酸素好気法
急速ろ過法、有機物添加、凝集剤添加

合計 42
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農業用用排水の水質の保全や、農業用用排水処理施設の機能維持および農村生活環境の向上を

目的として、農業集落排水処理施設の整備が進められている。農業集落排水処理では、し尿や生

活雑排水などの汚水と雨水を分別し、汚水のみを処理して、発生汚泥は農用地に還元する方法が

採用されている。目標処理水質はＢＯＤ20mg/l以下、ＳＳ50mg/l以下である。 

 琵琶湖・淀川流域では、平成19年度現在302施設があり、そのうち11地区が整備中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５－５ 農業集落排水事業実施地区数】 

公共投資ジャーナル社「農業集落排水事業ハンドブック平成19年度版」より作成 

 

 

【表５－15 農業集落排水処理施設の整備（計画）状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共投資ジャーナル社「農業集落排水事業ハンドブック平成19年度版」より作成 
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地区数
計画処理人口
（人）

計画戸数

三重県 3 6,570 1,629

滋賀県 3 2,810 746

京都府 2 6,480 1,818

大阪府 1 240 62

兵庫県 － － －

奈良県 2 1,810 375

計 11 17,910 4,630
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(3) 生活排水等の処理 

 水質汚濁防止法が平成2年6月に一部改正され、生活排水対策の推進が同法の内容に盛り込まれ

た。この中では、生活排水対策推進のための国、行政及び国民の責務が次のように示されている。 

 

《国民の責務》 

・公共用水域の水質の保全に心がける。 

・国または地方公共団体の生活排水対策の実施に協力する。 

・生活排水処理施設及びこれに附属する設備の整備に努める。 

《国の責務》 

・生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及を図る。 

・地方公共団体が行う生活排水対策に必要な技術上及び財政上の援助に努める。 

《都道府県の責務》 

・生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施に努める。 

・市町村が行う生活排水対策の総合調整に努める。 

《市町村の責務》 

・生活排水対策の啓発等の実施に努める。 

・生活排水処理施設の整備に努める。 

 

 上記の法改正を受け、琵琶湖・淀川流域の各府県では生活排水対策重点地域とする市町村を指

定し、生活排水対策推進計画の策定指導、費用補助などを実施している。また、地域住民による

生活排水処理対策に関する活動を促進するために、各種の補助事業、啓発活動などの支援策も行

なわれている。 

 

《三重県》 

・住民で構成する生活排水対策協議会の設置および啓発活動費の助成 

・浄化槽の管理を一括して委託契約するシステムの確立 

・市民と行政のパートナーシップ事業「大戸川生活排水浄化実験施設」の完成 

《滋賀県》 

・県および市町村の生活排水対策推進計画の策定 

・市町村が実施する廃油回収再生施設整備に対する補助（水質保全等施設整備事業） 

《京都府》 

・平成2年に設置された「緑と文化の基金」を活用した市町村が実施する生活排水対策事業に対す

る補助 

・市町村が効果的に施策を実施するためのパンフレット等の作成による総合的な支援・調整 

《大阪府》 

・市町村が実施する生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成等の事業に対する補助 

・パンフレット作成、ポスター募集等の府民への啓発事業の実施 

《兵庫県》 

・生活排水99％大作戦の推進 

・市町の生活排水処理計画の策定指導 

・処理施設整備に対する技術的援助 

・水質保全対策の普及啓発 

・浄化槽の適正な維持管理指導 

・生活排水対策の啓発等の施策の実施 
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《奈良県》 

・下水道未整備地域住民の水質保全に対する意識の高揚を目的とした生活排水クリーンアップ推

進事業の実施 

・県民の川に対する意識を高めることを目的として水辺の観察を行う水質環境モニタリング事業

の実施 

 

 下水道が普及していない地域における生活排水の処理対策としては、浄化槽の設置が有効とさ

れている。浄化槽には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、し尿以外の生活雑排水も併せて

処理する合併処理浄化槽がある。排水基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で処理規模

に応じてＢＯＤ90mg/l、60mg/l、30mg/lなどが定められており、水質汚濁防止法では処理人口200

人以上でＢＯＤ120mg/lと定められている。これらの法律以外にも、府県市の条例で規制基準が定

められており、市町村および任意団体などでも指導基準が示されている。 

 当流域においては、平成17年度現在、単独処理浄化槽が約57万基、合併処理浄化槽が約25万基

設置されている。 

 平成9年6月に厚生省が全国に通知した「単独処理浄化槽の新設廃止対策の推進」によって、各

府県でも条例等を制定し、一層の家庭からの生活排水処理対策として合併処理浄化槽の普及を指

導している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５－６ 流域府県の単独・合併処理浄化槽の設置数の推移】 

各府県環境白書、各府県資料より作成 

詳細は資料５－36を参照 

 

  

流域の各府県では、浄化槽の設置促進のために以下のような施策が進められている。 

 

《三重県》 

 平成元年度に合併処理浄化槽設置促進事業補助制度を創設し、市町村に県費補助を行っている。 

《滋賀県》 

 合併処理浄化槽設置に対する整備補助を実施しており、平成8年度に合併処理浄化槽の設置を義

務づけた「生活排水対策の推進に関する条例（みずすまし条例）」を制定し、制度的な整備を図っ

ている。 
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《京都府》 

 合併処理浄化槽の一層の普及・促進を図るため、平成元年度から上積み補助制度を実施してい

る。平成7年2月に「京都府浄化槽の設置等に関する要綱」を策定し、同年10月以降、新設の浄化

槽については合併処理浄化槽とするよう指導している。 

《大阪府》 

 下水道整備が相当期間見込めない地域において、合併処理浄化槽の普及促進を図るため、設置

者に補助を実施する市町村にその財源の一部を助成した。また、大阪府浄化槽指導要綱により、

新たに設置される浄化槽を原則として合併処理浄化槽にするよう指導している。 

《兵庫県》 

 「浄化槽法」及び「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」の周知徹底を図り、法定検査の

定着など、適正な維持管理を促進している。昭和63年度より市町に対して合併処理浄化槽の整備

に対して補助を行っている。 

《奈良県》 

 昭和63年度から市町村の実施する合併処理浄化槽設置事業に対する助成を行っている。 

 

 し尿および生活雑排水の処理施設であるコミュニティ・プラントが、一般廃棄物処理計画に基

づく厚生省の国庫補助事業の対象となっており、市町村が整備を進めている。琵琶湖・淀川流域

では、京都府亀岡市、大阪府豊能郡などで設置されている。 

 下水道未普及地域における生活排水処理対策は、琵琶湖・淀川流域の水質保全にとって重要で

あり、これらの地域での処理施設の充実が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【合併処理浄化槽の設置効果】 

出典：滋賀県「平成15年(2003年)版環境白書」 
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(4) し尿の処理 

 し尿の処理は、水洗便所の場合は下水道や浄化槽などで行われており、くみ取り便所の場合は

主にし尿処理施設で行われている。一部では自家処理や海洋投棄も行われ河川などの汚染源とな

っているため、下水道などの計画的な施設整備が求められている。 

 し尿処理施設における処理方式には、凝集処理、オゾン処理、活性炭処理などの過程を組み合

わせた高度処理がある。し尿処理施設（浄化槽を除く）の放流水の水質基準は、昭和46年に発令

された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（廃掃法）」において、ＢＯＤ20mg/l（日平

均）、ＳＳ70mg/l（日平均）、大腸菌群3,000 個/cm3以下となっている。 

 琵琶湖．淀川流域では下水道や浄化槽が普及しているため水洗化が進んでおり、し尿の計画収

集量およびし尿処理施設の処理量は年間約100万kl前後となっている。当流域には平成17年度現在

39ヶ所のし尿処理施設があり、処理能力は1日あたり約4,600klである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５－７ し尿処理施設における処理量の推移】 

注）流域に立地している処理施設を対象とした 

「廃棄物処理技術情報」環境省ホームページより作成 

 

 

【表５－16 し尿処理施設の設置状況(平成17年度現在)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）流域に立地している処理施設を対象とした 

「廃棄物処理技術情報」環境省ホームページより作成 
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(5) 工場排水等の処理 

 公共用水域に水を排出する工場または事業場が、特定施設（一定の汚水または廃液を排出する

施設で政令で定められたもの）を設置する場合には、水質汚濁防止法や瀬戸内海環境保全特別措

置法、府県条例等に基づき、届け出を行うよう定められている。また、特定事業場（特定施設を

設置する工場または事業場）は、特定施設の新・増設、構造の変更等を行う場合にも届出もしく

は許可が必要とされ、併せて事前評価を実施する必要がある。 

 琵琶湖・淀川流域における水濁法、内海法、湖沼法、府県条例による届出工場・事業場数は平

成18年度で10,597件であり、前年度より37件減少している。また規制が適用されているのは2,777

件と、前年度より172件減少している。 

 府県別では、滋賀県が湖沼法の適用を受けているため、特定施設数は5,336件と多い。一方、規

制対象も1,736件と流域府県でもっとも多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５－８ 流域の届出・規制対象件数の推移】 

淀川水質汚濁防止連絡協議会資料、神崎川水質汚濁対策連絡協議会資料より作成 

 

 

【表５－17 届出・規制工場数(平成18年度)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川水質汚濁防止連絡協議会資料、神崎川水質汚濁対策連絡協議会資料より作成 

 

6,766

9,560

10,685

11,892

8,469
8,844

10,428

11,446

10,69610,63410,597

2,157
2,576

2,9803,251
2,467

3,031

2,1792,275

3,673
4,359

4,0353,8643,7983,6773,4273,3113,1492,9492,777

10,90010,98111,15011,39211,59011,78211,80311,859

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

S50 55 60 H3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
（年度）

（件）
届出

規制

排出量

（千m3/日）

三重県 842 169 94

滋賀県 5,336 1,736 1,026

京都府 2,876 463 1,532

大阪府 1,012 317 3,120

兵庫県 245 42 203

奈良県 286 50 42

計 10,597 2,777 6,017

府県名 届出工場等 規制工場等



第5章 琵琶湖・淀川水系の水質保全対策 

－120－ 

 平成18年度現在、琵琶湖・淀川流域の約10,600の工場・事業所などから、毎日約602万m3の排水

が、淀川および神崎川に流入している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５－９ 流域の届出工場排水量の推移】 

淀川水質汚濁防止連絡協議会資料、神崎川水質汚濁対策連絡協議会資料より作成 

 

【表５－18 流域の府県別届出工場排水量（平成18年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

淀川水質汚濁防止連絡協議会資料、神崎川水質汚濁対策連絡協議会資料より作成 

 

 大部分の工場・事業場等では、法律・条例の基準値を遵守するため何らかの排水処理施設が設

置されていると考えられる。処理の方法は各工場・事業場によって異なるが、採用工場の多いも

のから次のようなものがある。 

・活性汚泥法 

・凝集沈澱法 

・油分離法 

・中和ろ過法 

・その他（沈澱法、ろ過法、散水ろ過法、硝化処理活性汚泥法など） 

 

 各府県では、対象となる工場・事業場に対し計画的な立入検査を実施して、排水の実態を把握

し、排水管理体制についての指導、排水基準の遵守の徹底を図っている。 

 また、有害物質の地下浸透防止についての指導や、総量規制地域においては総量規制基準の遵

守、ＣＯＤ汚濁負荷量測定の実施、りん排出実態等の管理についての監視・指導も行われている。 

 これらの措置によって工場・事業場などにおける排水の管理体制は整備されてきているが、排

水基準に適合しないケースも見られるため、引き続き行政指導の強化が求められる。また排水基

準が府県により異なるため、水系全体としての基準が求められる。 

（千m3/日）
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※大阪市内河川
　寝屋川を含む

（単位：千m3/日）

府県名 淀川流入分 神崎川流入分

三重県 94 -

滋賀県 1,026 -

京都府 1,532 -

大阪府 229 2,891

兵庫県 - 203

奈良県 42 -

計 2,923 3,094




